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　市営住宅と府営住宅の入居者を
募集します。
■申込資格　次のすべての要件を
満たす人
❶市税を完納している
❷住宅に困窮している
❸令和５年５月31日以前から現在
まで八幡市に住民登録があり、
居住している
❹同居親族か同居予定の親族がい
る（事実婚と同様の関係にある
人や婚約者、パートナーシップ
宣誓者を含む）
❺世帯の合計所得が、入居資格に
定める収入基準額以下
❻申込者および同居予定の親族が
暴力団員または暴力団構成員で
ない

※単身で申し込む場合は、前記❹
以外のほか、単身での入居資格
を備えていること。
■必要書類（❷～❹は申込者全員
のマイナンバーカードがあれば提
出不要）
❶市営住宅等入居申込書（５月25
日〈月〉以降住宅管理課窓口や
市ホームページから入手可）
❷令和８年度市・府民税課税証明
書、または非課税証明書
❸申込者と同居親族全員の住民票
の写し（外国人は、「在留期間等」
「在留期間満了日」「在留資格」
「国籍・地域」が記載された書
類も必要）
❹納税義務者全員の完納証明書
❺その他必要書類（身体障害者手

帳の写し等）
※パートナーシップ宣誓者は市発
行の同宣誓書受領書が必要。
※当選した場合は、❷～❺の必要
書類を指定する期日までに提出
してください。そろわない場合、
当選は無効になります。
※申込条件等詳しくは、住宅管理
課窓口または市ホ
ームページ（右記
二次元コードから
アクセス可）から
入手できる募集案内書で要確認。
■申込期間・場所　６月１日（月）
～19日（金）の平日午前９時～午
後４時に必要書類を住宅管理課へ
持参。
※郵送および電話による申込不可。

問住宅管理課（☎983‒5767)

市営住宅等の入居者募集

令和８年度国民健康保険料が決定

■募集住宅一覧表
〈一般住宅〉

種別団地名 間取り 募集
戸数

府営

軸
（※１）

４ＤＫ・Ｂ・Ｔ
70㎡ １

美桜
(※２)

３ＤＫ・Ｂ・Ｔ
46．9㎡ ２

市営

清水井３ＤＫ・Ｂ・Ｔ61．3㎡ １

上ノ段
１Ｆ：１ＤＫ・Ｂ・Ｔ
２Ｆ：２部屋
74．3㎡

１

※１特に住宅にお困りのひとり親や障
がい者、高齢者世帯などが対象の
優先入居対象住宅です。

※２単身者の申込可能。

　国民健康保険（国保）
は、万一の病気やけがに
備えて、お金（保険料）
を出し合い、医療費にあ
てる助け合いの制度です。
　令和８年度の国保料が
決定しました（表１）。
保険料は、加入者の医療
給付費にあてる医療分と
後期高齢者支援金に係る
支援分、子ども・子育て
支援金に係る子ども分、
介護納付金に係る介護分
（40歳～64歳の人）の合
計となります。
■子ども・子育て支援金
　令和８年４月から子育
て世帯を支援するための
財源としてすべての健康
保険で徴収が始まりまし
た。社会全体で支える仕
組みであるため、子ども
がいない世帯も対象です。
■未就学児の
　均等割額の軽減
　（申請不要）
　子育て世帯の経済的負
担の軽減を図るため、国
保に加入している未就学
児（令和８年度は令和２
年４月２日以降生まれのお子さん）
の均等割額を減額します（表２）。
※法定軽減を適用する低所得者世帯
も対象です。
■保険料の納付通知書
　６月に納付通知書を送付しますの
で、必ず納期内に納付してください。
納期は６月末から来年３月までの10
期割です。
　口座振替の人は自動的に振替しま
す。口座振替を希望される人は同封
の口座振替依頼書に必要事項を記
入・押印のうえ、指定金融機関にお
申し込みください。
　また、一定の要件により保険料が
年金から天引き（特別徴収）となる
場合は、６月に送付する納付通知書
の表紙に「特別徴収用」と表示して
います。
※10月から天引き対象となる人は、

９月（４期）まで口座振替や納付
書で納入してください。
■納付方法の変更
　年金から天引きされる保険料は、
届け出により口座振替に変更できま
す。ただし、天引き対象外の保険料
は、口座振替や金融機関、コンビニ、
スマホ決済アプリで納付してくださ
い。詳しくは、納付書の裏面をご覧
ください。
■擬制世帯主
　世帯主には、国保の各種届け出や
保険料を納める義務があります。世
帯主が国保の加入者でない場合でも
世帯に国保の加入者がいる場合は、
これらの義務を負うことになります。
　このような国保の加入者でない世
帯主を「擬制世帯主」といいます。
なお、擬制世帯主の所得は保険料計
算には含まれません。

問国保医療課国保年金係（☎983‒2962)

■保険料の算出例
４人家族（未就学児がいない世帯）で２人が介護
保険２号被保険者（40歳～64歳）に該当する場合
世帯の所得 法定軽減 保険料
43万円 ７割 71，160円
167万円 ５割 306，130円
271万円 ２割 534，560円
300万円 625，860円
400万円 777，060円

２令和８年度未就学児均等割額の軽減例
　（未就学児１人あたり）
法定軽減 区　分 軽減前 軽減後

軽減なし
医療分 31，931円 15，965円
支援分 11，311円 5，655円
子ども分 1，216円 608円

２割軽減
医療分 25，544円 12，772円
支援分 9，048円 4，524円
子ども分 972円 486円

５割軽減
医療分 15，965円 7，982円
支援分 5，655円 2，827円
子ども分 608円 304円

７割軽減
医療分 9，579円 4，789円
支援分 3，393円 1，696円
子ども分 364円 182円

１令和８年度保険料率
区　分 医療分 支援分 子ども分 介護分
所得割 8．76％ 3．07％ 0．33％ 2．96％
均等割 31，931円 11，311円 1，216円 12，435円
18歳以上
均等割 85円
世帯平等割 20，372円 7，005円 758円 6，126円
賦課限度額 67万円 26万円 3万円 17万円

国民健康保険料等の負担を軽減

高額医療費貸付金
　国保加入者が医療機関で１カ月
に支払う一部負担金が多く高額療
養費が発生する場合、高額療養費
が支給されるまでの間、その金額

を貸し付けします。
※貸付金の償還は、高額療養費の
充当により行います。
■手続きに必要なもの　マイナン
バーカード、資格確認書、医療費
の請求書

その他の失業者の保険料減免
　失業による国保加入者が雇用保
険を受給する場合、その受給期間
に相当する保険料について、所得
割の月割額を３割減免します。
■手続きに必要なもの　マイナン

バーカード、資格確認書、雇用保
険受給資格者証または雇用保険受
給資格通知
※失業等により前年より所得が著
しく減少する国保加入者も減
免の対象となる場合がありま
す。

得を実際の３割とみなして保険料
を算定し、また高額療養費負担限
度額等の所得区分の再判定を行い
ます。
※給与所得以外の所得や失業者本
人以外の国保加入者の給与所得
は対象外です。
■軽減期間　離職日翌日の属する
月から翌年度末の間
（例）令和７年３月31日～令和８年

３月30日に失業した人
国保料＝離職日翌日の属する月か
ら令和９年３月まで
高額療養費負担限度額等＝離職月
の翌月から令和９年７月まで
※他の健康保険への加入等によ
り、国保の資格を喪失した時点
で軽減終了。
■手続きに必要なもの　マイナン
バーカード、資格確認書、雇用保
険受給資格者証または雇用保険受
給資格通知

非自発的失業者の保険料軽減
　会社の倒産や解雇等により失業
した国民健康保険（国保）加入者
の保険料を軽減します。軽減を受
けるには、申請が必要です。
■対象　次のすべての要件を満た
す人
・離職時点65歳未満
・雇用保険の「特定受給資格者」
または「特定理由離職者」と認
定された人
※特定受給資格者と特定理由離職
者の確認は、雇用保険受給資格
者証または雇用保険受給資格通
知に記載されている離職年月日
と離職理由コードで確認できま
す（離職理由コー
ドは右記の二次元
コードから確認で
きます）。
■軽減方法　失業者の前年給与所

一部負担金の減免等
　国保加入者が、医療機関で１カ
月に支払う一部負担金が高額とな
る場合、一定の要件に該当すれば
一部負担金を減免します。
■減免期間　原則年間３カ月以内
（医師の意見書により最大６カ月
まで延長可）

■手続きに必要なもの　マイナン
バーカード、資格確認書、加入者
全員の収入状況等を証明できる書
類（給与支払証明書等）、通帳全て、
家賃がわかるもの（賃貸のみ）
※要件等詳しくは、
右記の二次元コー
ドを確認ください。


